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告

示

福
井
県
告
示
第
４
０
２
号

福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県

条
例
第
１
５
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な

興
行
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

指
定
理
由
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は

著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪

を
誘
発
助
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年

の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
。

指
定
年
月
日
平
成
１
９
年
５
月
２
８
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

第 １８４２ 号

平 成 １ ９ 年

６月５日（火）

火・金曜日 発行
１月１，７５０円郵送料共

制
作
会
社
、配
給
会
社
等
名

オ
ー
ピ
ー
映
画

同
上

同
上

新
日
本
映
像

同
上

新
東
宝
映
画

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
マ
ー

ア
ス
ミ
ッ
ク
・
エ
ー
ス

題
名

後
妻
と
息
子
淫
ら
尻
な
ぐ
さ
め
て

人
妻
の
衝
動
不
倫
の
あ
と
さ
き

奪
う
女
中
出
し
の
誘
惑

黒
髪
マ
ダ
ム
レ
ズ
～
三
十
路
妻
と
四
十
路
熟
女
～

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

〈
黒
髪
マ
ダ
ム
レ
ズ
～
三
十
路
妻
と
四
十
路
熟
女
～
〉

淫
情
～
義
母
と
三
兄
妹
～

聴
か
れ
た
女

シ
ョ
ー
ト
バ
ス

種
別

映
画

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上
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福
井
県
告
示
第
４
０
３
号

福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県

条
例
第
１
５
号
）
第
１
１
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な

図
書
等
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

指
定
理
由
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は

著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪

を
誘
発
助
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年

の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
。

指
定
年
月
日
平
成
１
９
年
５
月
２
８
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
４
０
４
号

母
子
保
健
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
１
４
１
号
）

第
２
０
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
養
育
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

名
称
今
立
ら
い
ふ
薬
局

所
在
地
越
前
市
粟
田
部
町
２
９
－
３
２
－
１

開
設
者
石
川
県
金
沢
市
沖
町
ニ
３
１

株
式
会
社
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ラ
イ
フ

代
表
取
締
役

竹
原
稔

指
定
年
月
日
平
成
１
９
年
５
月
２
８
日

名
称
�
江
ら
い
ふ
薬
局

所
在
地
�
江
市
本
町
４
丁
目
１
－
２
５

開
設
者
石
川
県
金
沢
市
沖
町
ニ
３
１

株
式
会
社
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ラ
イ
フ

代
表
取
締
役

竹
原
稔

指
定
年
月
日
平
成
１
９
年
５
月
２
８
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
４
０
５
号

九
頭
竜
川
流
域
下
水
道
事
業
管
理
棟
受
変
電
設
備

改
築
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に
参

加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ
い
て
は
、
建
設
工
事

の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格

等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示
第
７
４
９
号
）
の
規

定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２

年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
５
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定

め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基

本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当
該
資
格
の
審
査
の
申

請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
指
名
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

�
工
事
名

九
頭
竜
川
流
域
下
水
道
事
業
管
理
棟
受
変
電

設
備
改
築
工
事

�
工
事
場
所

九
頭
竜
川
流
域
下
水

福
井
県
坂
井
市
三
国
町
池
見
地
係

�
工
事
概
要

受
変
電
設
備
一
式

監
視
操
作
設
備
一
式

２
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建

設
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て

満
た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

�
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
２
の
建
設
業
者
（
建
設
業
法
（
昭

和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業

者
を
い
う
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業

体
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
共
同
企
業
体
の
構
成

員
の
う
ち
代
表
者
以
外
の
構
成
員
に
つ
い
て
は

、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
法
第
３
条
第

１
項
の
営
業
所
の
う
ち
、
同
項
の
許
可
に
係
る

営
業
所
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う

。
）
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、
福
井

県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
電
気
工

事
Ａ
等
級
の
資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て

い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第
１
７
２
号
）
に
基
づ
き
更
生

手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
ま

た
は
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２

２
５
号
）
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立

て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
手
続

制
作
所
、発
行
所
等
名

実
業
之
日
本
社

㈱
茜
新
社

㈱
マ
ッ
ク
ス

メ
デ
ィ
ア
・
ク
ラ
イ
シ
ス
㈱

宙
出
版

㈱
セ
ブ
ン
新
社

徳
間
書
店

㈱
近
代
映
画
社

雑
誌
番
号
等

２０８３９
－
６
／９

０４３４８
－
０６

１３７５９
－
６

１８７６３
－
０６

０９６７２
－
６

１９６１５
－
０６

１７９０２
－
０６

０４５９３
－
６

図
書

等
名

コ
ミ
ッ
ク
キ
ャ
ン
ド
ー
ル
６
月
９
日
号
増
刊

コ
ミ
ッ
ク
シ
グ
マ
６
月
号
増
刊

ポ
プ
リ
ク
ラ
ブ
６
月
号

も
っ
と
す
ご
い
本
当
の
Ｈ
話

恋
愛
R
evolution６

月
号
増
刊

恋
愛
美
人
〔
イ
フ
〕
６
月
号

恋
愛
楽
園
ピ
ュ
ア
V
O
L
.６

上
級
恋
愛
ミ
ン
ト
６
月
号

㈱
セ
ブ
ン
新
社

㈱
マ
ガ
ジ
ン
マ
ガ
ジ
ン

Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ

㈱
双
葉
社

㈱
ジ
ー
オ
ー
テ
ィ
ー

㈱
ジ
ー
オ
ー
テ
ィ
ー

１９６１６
－
０６

１１８０４
－
０６

０８５１３
－
０６

２０４３７
－
６
／２

０７９０３
－
０６

１５３９２
－
０６

D
V
D
M
A
X
vol.１６

セ
レ
ブ
ガ
ー
ル
ズ
ボ
ン
バ
ー
ズ
vol.４２

メ
ル
フ
レ
ボ
ン
バ
ー
６
月
号

パ
パ
ラ
ッ
チ
６
／
２
号

ビ
ー
ジ
ー
ン
６
月
号

SP
E
V
O
D
V
D
１４
号

一
般
雑
誌

雑
誌
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
付
）
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開
始
の
決
定
後
、
福
井
県
が
別
に
定
め
る
手

続
に
基
づ
く
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定

を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
受
け
て
か
ら
３

年
以
上
継
続
し
て
建
設
業
を
営
ん
で
い
る
こ

と
。

ウ
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業

体
の
構
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
、
い
ず

れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

「
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等

の
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は

指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と
。

カ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職

金
共
済
制
度
、
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い

ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
、

退
職
一
時
金
制
度
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

キ
申
請
書
等
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て

、
会
社
更
生
法
に
基
づ
き
更
生
手
続
き
開
始

の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事

再
生
法
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

が
な
さ
れ
て
い
る
者
（
２
�
ア
の
再
認
定
を

受
け
た
者
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。
そ
の

他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら

れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

ク
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技

術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
に

規
定
す
る
監
理
技
術
者
（
以
下
「
監
理
技
術

者
等
」
と
い
う
。
）
を
こ
の
工
事
の
現
場
に

専
任
で
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
監

理
技
術
者
に
あ
っ
て
は
、
監
理
技
術
者
資
格

者
証
お
よ
び
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
を
有

す
る
者
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
の
資
格
を
有
す

る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
工
事
に

関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
基
準
を

満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
う
ち
代
表
者
は
、

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員

中
最
大
で
あ
る
こ
と
。

イ
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て

定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
う
ち
代
表
者
以
外

の
構
成
員
は
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
。

ア
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て

定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。

３
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請

手
続特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
。

�
提
出
書
類

ア
申
請
書

イ
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評

価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知
書

（
経
営
事
項
審
査
（
法
第
２
７
条
の
２
３
第

１
項
の
審
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
結

果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び

法
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
の
文
書
を
い
う
。
）
ま
た
は
経
営
事
項

審
査
結
果
通
知
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果

に
つ
い
て
の
公
益
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進

す
る
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
５
年
法
律
第
９
６

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
２
７
条
の
２
７

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
文
書
を
い
う

。
）
の
写
し
（
た
だ
し
、
平
成
１
９
・
２
０

年
度
の
福
井
県
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。

）

エ
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
工
事
経
歴
書

カ
技
術
職
員
名
簿

�
申
請
書
等
（
３
�
ア
か
ら
カ
の
提
出
書
類
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
交
付
期
間

平
成
１
９
年
６
月
５
日
（
月
）
か
ら
同
年

６
月
１
４
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第

２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除

く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
交
付
場
所

福
井
県
坂
井
市
三
国
町
錦
４
丁
目
２
－
６

８

福
井
県
三
国
土
木
事
務
所
総
務
課

�
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
提
出
期
間

申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
提
出
場
所

申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
提
出
方
法

郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し

、
電
送
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は

、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し

て
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
提
出
部
数

正
１
部

副
１
部

４
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び

格
付
の
決
定

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請

を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有

無
お
よ
び
格
付
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に

係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０

年
福
井
県
告
示
第
７
４
９
号
）
の
６
の
規
定
の
例

に
よ
り
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

お
よ
び
格
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

提
出
後
入
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
に

つ
い
て
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
を
受
け
た
者

等
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入

札
参
加
資
格
お
よ
び
格
付
の
決
定
を
取
り
消
す
こ

と
が
あ
る
。

５
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び

格
付
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の

工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
に
つ
い
て
は
こ
の

工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完

了
し
た
日
に
、
そ
の
他
の
共
同
企
業
体
に
つ
い
て

は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に

効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

６
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い

て
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
福
井
県
土
木
部
土
木
管

理
課
（
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
６
８
）
に

照
会
す
る
こ
と
。

公

告

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関

す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
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�
調
達
（
購
入
）
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達

物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
端
末
４
６
８
式

�
調
達
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札

説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

�
納
入
期
限

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日
（
金
）
１
７
時

�
納
入
場
所

福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
県
の
各
機
関

２
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、

特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適

用
を
受
け
る
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り

認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の

日
時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。

）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
、
か

つ
、
知
事
に
よ
る
当
該
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資

格
の
確
認
を
受
け
た
者
と
す
る
。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第

１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で

な
い
こ
と
。

�
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
「
物
品

購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領
」

に
基
づ
く
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で

な
い
こ
と
。

�
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査

に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入

す
る
技
術
的
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

で
あ
る
こ
と
。

�
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
点
検
修
理
、

部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
－
ビ
ス
お
よ

び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
整
い
、

迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
入
札
説
明
書
等
の
交
付

�
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
こ
の
入

札
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
総
務
部
財
産
活
用
課

物
品
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

�
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間

平
成
１
９
年
６
月
５
日
（
火
）
か
ら
平
成
１

９
年
６
月
２
５
日
（
月
）
ま
で
（
日
曜
日
お
よ

び
土
曜
日
を
除
く
。
）
の
９
時
か
ら
１
７
時
ま

で

４
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札

説
明
資
料
別
紙
様
式
１
「
入
札
参
加
資
格
確
認
申

請
書
」
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
、
調

達
物
品
に
係
る
物
品
の
仕
様
書
そ
の
他
必
要
と
認

め
ら
れ
る
書
類
を
添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、

こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審

査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
お
、
期
限
ま
で
に
申
請
書
を
提
出
し
な
い
者

ま
た
は
確
認
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
こ
の

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

�
提
出
期
限

平
成
１
９
年
６
月
２
５
日
（
月
）
１
７
時

（
こ
の
期
限
ま
で
に
必
ず
到
着
さ
せ
る
こ
と

。
）

�
提
出
方
法

持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る

場
合
は
簡
易
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。
）

�
提
出
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
総
務
部
財
産
活
用
課

物
品
管
理
グ
ル
ー
プ

５
入
札
書
の
提
出
方
法
お
よ
び
入
札
の
執
行
日
時

、
場
所

�
入
札
書
の
提
出
方
法

入
札
書
は
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
を

除
き
、
入
札
の
日
時
に
入
札
の
場
所
へ
持
参
し

て
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
電
報
ま
た
は
電
送
に
よ
る
入
札
書
の

提
出
は
認
め
な
い
。

�
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
を
希
望
す
る
場

合
の
提
出
期
限
等

ア
提
出
期
限

平
成
１
９
年
７
月
１
３
日
（
金
）
１
７
時

（
こ
の
期
限
ま
で
に
必
ず
到
着
さ
せ
る
こ
と

。
）

イ
提
出
方
法

簡
易
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

ウ
提
出
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
総
務
部
財
産
活
用
課

物
品
管
理
グ
ル
ー
プ

�
入
札
の
日
時
お
よ
び
場
所

ア
日
時

平
成
１
９
年
７
月
１
７
日
（
火
）
１
１
時

イ
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
庁
６
階
入
札
室

６
入
札
方
法

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記

載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
５

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金

額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落

札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税

お
よ
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る

か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ

た
契
約
希
望
金
額
の
１
０
５
分
の
１
０
０
に
相
当

す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

７
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範

囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行

っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

８
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

お
よ
び
所
在
地

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
総
務
部
情
報
政
策
課

情
報
シ
ス
テ
ム
最
適
化
グ
ル
ー
プ

電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
６
９

９
そ
の
他

�
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約

に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ

び
通
貨

日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

�
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規

則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

�
入
札
の
無
効

福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ

る
。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入

札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に

よ
る
。

１
０
Sum
m
ary

�
N
ature

and
quantity

of
the

products
:

Personal
C
om
puters

used
as
clients

468
sets

�
D
ate,
tim
e
of
B
idding

:

11
:00A

.M
.
17th

July
2007

�
D
eadline

for
delivery

:

5
:00P.M

.
31th

A
ugust

2007
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�
C
ontact

point
for
the
notice

:

Property
U
tilization

D
ivision,

Fukui
Prefectural

G
overnm

ent,

3-17-1,
O
hte,
FukuiC

ity

Fukui
Prefecture,

910-8580
Japan.

Tel
0776-20-0253

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の

特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
）
第
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

�
物
品
の
名
称

福
井
県
立
学
校
校
務
用
パ
ソ
コ
ン
の
購
入

�
物
品
の
数
量

１
，
５
６
８
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

お
よ
び
所
在
地

福
井
県
教
育
庁
学
校
教
育
振
興
課

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１
９
年
５
月
２
３
日

４
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

江
守
商
事
株
式
会
社

福
井
県
福
井
市
毛
矢
１
丁
目
６
－
２
３

５
落
札
金
額

１
４
７
，
７
０
０
，
０
０
０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１
９
年
４
月
１
３
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

福
井
県
立
大
学
福
井
キ
ャ
ン
パ
ス
保
安
警
備
等

業
務
委
託
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

お
よ
び
所
在
地

公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
経
営
企
画
部
財

務
管
理
課

福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
兼
定
島
４
－
１

－
１

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１
９
年
３
月
２
６
日

４
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

株
式
会
社
ア
イ
ビ
ッ
ク
ス

福
井
県
福
井
市
下
馬
２
丁
目
１
０
１
番
地

５
落
札
金
額

１
１
７
，
４
６
３
，
５
０
０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
当
該
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１
９
年
２
月
１
３
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

福
井
県
立
大
学
小
浜
キ
ャ
ン
パ
ス
保
安
警
備
等

業
務
委
託
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

お
よ
び
所
在
地

公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
経
営
企
画
部
財

務
管
理
課

福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
兼
定
島
４
－
１

－
１

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１
９
年
３
月
２
６
日

４
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

株
式
会
社
ア
イ
ビ
ッ
ク
ス

福
井
県
福
井
市
下
馬
２
丁
目
１
０
１
番
地

５
落
札
金
額

５
８
，
９
３
６
，
５
０
０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
当
該
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１
９
年
２
月
１
３
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

次
の
法
人
は
、
正
当
の
事
由
な
く
引
き
続
き
３
年

以
上
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
民
法
（
明
治
２

９
年
法
律
第
８
９
号
）
第
７
１
条
後
段
の
規
定
に
よ

り
、
そ
の
設
立
の
許
可
を
取
り
消
す
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
法
人
の
名
称

社
団
法
人
伸
進
倶
樂
部

２
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
あ
わ
ら
市
十
日
８
３
号
３
２
番
地

３
教
示

�
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処

分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
６
０
日
以
内
に
、
行
政
不
服
審
査
法
（

昭
和
３
７
年
法
律
第
１
６
０
号
）
第
６
条
の
規

定
に
よ
り
、
処
分
庁
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分

が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
か
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て

提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知

事
と
な
り
ま
す
。

�
�
の
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
の
こ
の
処
分

の
取
消
し
の
訴
え
は
、
�
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以

内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

次
の
法
人
は
、
正
当
の
事
由
な
く
引
き
続
き
３
年

以
上
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
民
法
（
明
治
２

９
年
法
律
第
８
９
号
）
第
７
１
条
後
段
の
規
定
に
よ

り
、
そ
の
設
立
の
許
可
を
取
り
消
す
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
法
人
の
名
称

財
団
法
人
福
井
県
パ
ナ
マ
協
会

２
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
�
江
市
下
深
江
町
２
番
地

３
教
示

�
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処

分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
６
０
日
以
内
に
、
行
政
不
服
審
査
法
（

昭
和
３
７
年
法
律
第
１
６
０
号
）
第
６
条
の
規

定
に
よ
り
、
処
分
庁
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分

が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
か
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て

提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知

事
と
な
り
ま
す
。

�
�
の
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
の
こ
の
処
分

の
取
消
し
の
訴
え
は
、
�
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以

内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

次
の
法
人
は
、
正
当
の
事
由
な
く
引
き
続
き
３
年

以
上
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
民
法
（
明
治
２

９
年
法
律
第
８
９
号
）
第
７
１
条
後
段
の
規
定
に
よ

り
、
そ
の
設
立
の
許
可
を
取
り
消
す
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
法
人
の
名
称

社
団
法
人
若
狹
温
泉
協
会

２
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
小
浜
市
遠
敷
６
５
号
４
０
番
地

３
教
示

�
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処

分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
６
０
日
以
内
に
、
行
政
不
服
審
査
法
（

昭
和
３
７
年
法
律
第
１
６
０
号
）
第
６
条
の
規

定
に
よ
り
、
処
分
庁
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分

が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
か
月
以
内
に
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て

提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
福
井
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知

事
と
な
り
ま
す
。

�
�
の
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
の
こ
の
処
分

の
取
消
し
の
訴
え
は
、
�
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以

内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。監
査
委
員
告
示

福
井
県
監
査
委
員
告
示
第
７
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

１
９
９
条
第
１
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
措
置
を
講
じ

た
事
項
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
監
査
委
員
四
谷
昌
則

同
仲
倉
典
克

同
井
上
圭
充

同
朝
山
美
樹
雄

福
井
県
立
大
学

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

公
用
車
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
、
損
害
賠
償
金
の
支
出
が
あ
っ
た
。

（
損
害
賠
償
額
５
２
９
，
７
５
７
円
）

構
内
除
雪
作
業
を
行
う
職
員
に
対
し
、
除
雪
車
輌
運
転
時
に
周
囲
の
安
全

確
認
を
十
分
に
行
う
よ
う
注
意
し
た
。
ま
た
、
駐
車
車
輌
の
所
有
者
に
速
や

か
に
移
動
を
指
示
で
き
る
よ
う
、
施
設
管
理
方
法
の
改
善
を
図
っ
た
。

監
査
対
象
機
関

監
査
結
果
報
告
年
月
日

監
査
の
結
果

措
置
の
内
容

嶺
南
振
興
局
（
二
州
）

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

公
用
車
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
、
損
害
賠
償
金
の
支
出
が
あ
っ
た
。

（
損
害
賠
償
額
７
，
５
８
０
，
４
４
５
円
）

安
全
運
転
講
習
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
所
属
職
員
の
交
通
安
全
お
よ
び
安

全
運
転
に
対
す
る
意
識
の
向
上
を
図
っ
た
。

監
査
対
象
機
関

監
査
結
果
報
告
年
月
日

監
査
の
結
果

措
置
の
内
容

危
機
対
策
・
防
災
課

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

公
用
車
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
、
損
害
賠
償
金
の
支
出
が
あ
っ
た
。

（
損
害
賠
償
額
１
７
７
，
７
９
０
円
）

課
内
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
を
通
じ
、
所
属
職
員
の
交
通
安
全
お
よ
び
安
全

運
転
に
対
す
る
意
識
の
向
上
を
図
っ
た
。

監
査
対
象
機
関

監
査
結
果
報
告
年
月
日

監
査
の
結
果

措
置
の
内
容

南
越
農
林
総
合
事
務
所

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

公
用
車
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
、
損
害
賠
償
金
の
支
出
が
あ
っ
た
。

（
損
害
賠
償
額
３
４
０
，
０
１
４
円
）

監
査
対
象
機
関

監
査
結
果
報
告
年
月
日

監
査
の
結
果

福
井
県
知
事
か
ら
の
措
置
報
告

１
総
務
部

２
総
合
政
策
部

３
安
全
環
境
部

４
農
林
水
産
部
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
監
査
委
員
告
示
第
８
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

２
５
２
条
の
３
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
が

調
っ
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
監
査
委
員
四
谷
昌
則

同
仲
倉
典
克

同
井
上
圭
充

同
朝
山
美
樹
雄

１
包
括
外
部
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名

お
よ
び
住
所

氏
名

住
所

南
部
守
正
坂
井
市
坂
井
町
田
島
４‐７３‐２３

橋
本
誠
人
福
井
市
宝
永
１‐２９‐１５

竹
澤
荘
志
福
井
市
木
田
町
１３‐１

藤
井
宏
澄
�
江
市
定
次
町
１３２

上
坂
誠
和
福
井
市
勝
見
１‐７‐３

安
岡
聖
知
大
野
市
錦
町
４‐２

中
村
有
理
福
井
市
山
室
町
５３‐２９

磯
田
和
良
坂
井
市
丸
岡
町
熊
堂
３‐７‐１‐１６

上
坂
明
美

越
前
市
五
分
市
町
５‐２６

三
田
村
方

２
当
該
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
が
包
括
外
部

監
査
人
の
監
査
を
補
助
で
き
る
期
間

平
成
１
９
年
６
月
１
１
日
か
ら
平
成
２
０
年
３

月
３
１
日
ま
で

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
監
査
委
員
告
示
第
９
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

２
５
２
条
の
３
８
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
１

７
年
度
包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
善
措
置

家
畜
保
健
衛
生
所

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

公
用
車
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
、
損
害
賠
償
金
の
支
出
が
あ
っ
た
。

（
損
害
賠
償
額
７
１
，
９
３
７
円
）

安
全
運
転
講
習
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
所
属
職
員
の
交
通
安
全
お
よ
び
安

全
運
転
に
対
す
る
意
識
の
向
上
を
図
っ
た
。

監
査
対
象
機
関

監
査
結
果
報
告
年
月
日

監
査
の
結
果

措
置
の
内
容

安
全
運
転
講
習
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
所
属
職
員
の
交
通
安
全
お
よ
び
安

全
運
転
に
対
す
る
意
識
の
向
上
を
図
っ
た
。

措
置
の
内
容

武
生
土
木
事
務
所

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

公
用
車
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
、
損
害
賠
償
金
の
支
出
が
あ
っ
た
。

（
損
害
賠
償
額
３
２
５
，
７
６
２
円
）

安
全
運
転
講
習
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
所
属
職
員
の
交
通
安
全
お
よ
び
安

全
運
転
に
対
す
る
意
識
の
向
上
を
図
っ
た
。

監
査
対
象
機
関

監
査
結
果
報
告
年
月
日

監
査
の
結
果

措
置
の
内
容

捜
査
第
一
課

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

公
用
車
に
よ
る
事
故
が
２
件
発
生
し
、
損
害
賠
償
金
の
支
出
が
あ
っ
た
。

（
損
害
賠
償
額
４
４
，
９
４
０
円
、
１
３
８
，
５
９
８
円
）

職
員
お
よ
び
安
全
運
転
管
理
者
等
に
対
し
、
各
種
会
議
等
に
お
い
て
安
全

運
転
の
励
行
と
適
正
な
安
全
運
転
管
理
を
指
示
し
、
交
通
事
故
防
止
に
対
す

る
意
識
の
向
上
を
図
っ
た
。

監
査
対
象
機
関

監
査
結
果
報
告
年
月
日

監
査
の
結
果

措
置
の
内
容

朝
日
土
木
事
務
所

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

公
用
車
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
、
損
害
賠
償
金
の
支
出
が
あ
っ
た
。

（
損
害
賠
償
額
２
１
７
，
０
９
４
円
）

安
全
運
転
講
習
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
所
属
職
員
の
交
通
安
全
お
よ
び
安

全
運
転
に
対
す
る
意
識
の
向
上
を
図
っ
た
。

監
査
対
象
機
関

監
査
結
果
報
告
年
月
日

監
査
の
結
果

措
置
の
内
容

�
江
警
察
署

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

監
査
対
象
機
関

監
査
結
果
報
告
年
月
日

公
用
車
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
、
損
害
賠
償
金
の
支
出
が
あ
っ
た
。

（
損
害
賠
償
額
１
７
７
，
８
７
８
円
）

職
員
お
よ
び
安
全
運
転
管
理
者
等
に
対
し
、
毎
朝
点
検
お
よ
び
招
集
日
等

の
機
会
を
と
ら
え
て
安
全
運
転
の
励
行
と
適
正
な
安
全
運
転
管
理
を
指
示
し

、
交
通
事
故
防
止
に
対
す
る
意
識
の
向
上
を
図
っ
た
。

監
査
の
結
果

措
置
の
内
容

５
土
木
部

福
井
県
公
安
委
員
会
委
員
長
か
ら
の
措
置
報
告
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を
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
５
日

福
井
県
監
査
委
員
四
谷
昌
則

同
仲
倉
典
克

同
井
上
圭
充

同
朝
山
美
樹
雄

改
善
措
置

手
続
を
見
直
し
、
申
告
に
か
か
る
手
引
書
を
作
成
し
、
損
益
計
算
書
等
明

細
書
等
を
添
付
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

あ
わ
せ
て
、５
年
分
の
申
告
に
つ
い
て
再
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
１
８
年
度
か
ら
、
税
務
課
に
納
税
推
進
室
を
設
置
し
、
各
市
町
の
合

意
を
得
て
、
個
人
県
民
税
の
直
接
徴
収
を
開
始
し
た
。

行
財
政
改
革
実
行
プ
ラ
ン
（
１
８
年
３
月
策
定
）
の
中
で
、
課
税
部
門
の

集
約
を
掲
げ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
１
８
年
度
か
ら
、
税
務
課
に
納
税
推
進
室
を
設
置
し
、
大
口

・
困
難
案
件
の
滞
納
整
理
等
を
開
始
し
た
。

ロ
グ
解
析
を
容
易
に
行
う
た
め
の
ツ
ー
ル
を
作
成
し
、
必
要
に
応
じ
解
析

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

指
摘
事
項
の
概
要内

容

医
療
法
人
に
か
か
る
所
得
金
額
を
正
確
に
把
握
す
る
た

め
、
損
益
計
算
書
等
に
明
細
書
等
を
添
付
さ
せ
る
こ
と
が

適
当
で
あ
る
。

市
町
村
依
存
か
ら
直
接
徴
収
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

効
率
化
へ
の
努
力
が
結
果
に
つ
な
が
る
た
め
に
、
現
在

の
体
制
は
見
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
実
現
可
能
な
案

と
し
て
次
の
も
の
を
提
案
す
る
。

ａ
）
課
税
課
は
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
。

ｂ
）
納
税
課
は
地
域
に
は
り
つ
け
る
。

ｃ
）
滞
納
整
理
は
専
門
チ
ー
ム
で
行
う
。

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
の
ロ
グ

の
解
析
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
職
員
の
詳
細
な
使

用
記
録
を
取
り
、
必
要
に
応
じ
解
析
す
る
こ
と
は
、
不
正

行
為
を
未
然
に
防
止
す
る
抑
止
力
と
な
る
の
で
検
討
さ
れ

た
い
。

項
目

法
人
事
業
税
に
つ
い
て

個
人
県
民
税
に
つ
い
て

組
織
体
制
に
つ
い
て

税
務
電
算
シ
ス
テ
ム
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ
い

て

所
管
部
局
・
課
名

総
務
部
税
務
課

平
成
十
九
年
六
月
五
日
印

刷

発
行
人

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号

福

井

県

平
成
十
九
年
六
月
五
日
発

行

印
刷
人

〒
九
一
九
―
〇
四
八
二

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
庄
六
一
―
三
二

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

�
�
五
六
七
八
番
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